
◎

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）

抄

（
第
二
十
一
条
関
係
（
平
成
十
六
年
十
月
一
日
施
行
）
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

３

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規

条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の

（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と

る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十

は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

る
法
律
附
則
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条

附
則
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第

の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
か
ら
」
と
あ
る

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
同
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と

い
う
。
）
か
ら
」
と
、
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二

条
第
二
項
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項

若
し
く
は
第
八
十
三
条
の
二
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を



改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
二
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
平
成
十
二
年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条

第
二
項
若
し
く
は
平
成
十
二
年
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
平
成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
定

め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
）
」

と
あ
る
の
は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

３

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規

条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の

（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と

る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十

は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号

一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定

に
規
定
す
る
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
に
定
め

す
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
」
と

、
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭

和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
三

条
の
二
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ



の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
二

年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
平

成
十
二
年
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則

第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
平
成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の

は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬

比
例
部
分
の
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

５

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利

を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第

一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」

一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」

と
、
「
第
四
十
三
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
同
法
附
則
第
十

と
、
「
前
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
同
法
附
則
第
十
九
条
第

九
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定

の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額

」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額
と
す
る

と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月

」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月
又
は
前

又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
月
か
ら

至
つ
た
月
か
ら
、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を

、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時

取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一

第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
同
法
第
四

項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第

十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「

一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の



附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
か

二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
酬
比
例
部

分
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
」
と
、
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十

二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
三
条
の
二
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年

改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
二

年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
二
年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第

百
三
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
平
成
十
二
年
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
平
成
十
二
年
改
正
法

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条

第
一
項
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
、
「
同
項
に
定

め
る
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

３

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規

条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の

（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ



例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と

る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十

は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号

一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定

に
規
定
す
る
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
に
定
め

す
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
」
と

、
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年

金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭

和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
三

条
の
二
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
二

年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
平

成
十
二
年
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則

第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
平
成
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の

は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬

比
例
部
分
の
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

５

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
同
法
附
則

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利

を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第

一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」

一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」



と
、
「
第
四
十
三
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
同
法
附
則
第
二

と
、
「
前
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
及
び
同
法
附
則
第
二
十
条
第

十
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定

の
規
定
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額

」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額
と
す
る

と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月

」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月
又
は
前

又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
月
か
ら

至
つ
た
月
か
ら
、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を

、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時

取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
条
第
一

第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
同
法
第
四

項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第

十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「

一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
の

附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
」
と
、
「
同
項
に
定
め
る
額
か

二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
酬
比
例
部

分
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
」
と
、
「
第
百
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十

二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
三
条
の
二
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年

改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
百
三
十
二
条
第
二
項
、
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
二

年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
二
年
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第

百
三
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
平
成
十
二
年
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
平
成
十
二
年
改
正
法

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条

第
一
項
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
」
と
、
「
同
項
に
定

め
る
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
報
酬
比
例
部
分
の
額
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。



６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

（
老
齢
厚
生
年
金
等
の
受
給
権
者
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
の
繰
上
げ
の
特

（
老
齢
厚
生
年
金
等
の
受
給
権
者
に
係
る
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
の
繰
上
げ
の
特

例
等
）

例
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老

13

13

齢
厚
生
年
金
（
そ
の
受
給
権
者
が
男
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て

齢
厚
生
年
金
（
そ
の
受
給
権
者
が
男
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当

時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
下

正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
「
第
四
十

欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
「
前
条
第

三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、

七
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条
の
規
定
」
と

第
九
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
と
、
「
前
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
七

項
及
び
附
則
第
九
条
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
九
項
及
び
第
十

条
第
六
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の

一
項
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額
と

規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月
又

の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二

は
前
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第

十
七
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
月
か
ら
、

四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
月
か
ら
、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三

年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」

項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項

改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当

の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老

14

14

齢
厚
生
年
金
（
そ
の
受
給
権
者
が
女
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て

齢
厚
生
年
金
（
そ
の
受
給
権
者
が
女
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当



時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

時
（
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下

正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
「
第
四
十

欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
（
そ
の
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
、
「
前
条
第

三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、

七
条
第
六
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
と
、
「
第
四
十
三
条
の
規
定
」
と

第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
と
、
「
前
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
七

項
及
び
附
則
第
九
条
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
十
項
及
び
第
十

条
第
六
項
、
第
十
項
及
び
第
十
二
項
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の

二
項
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額
と

規
定
」
と
、
「
加
算
し
た
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
加
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月
又

の
年
齢
に
達
し
た
月
の
翌
月
又
は
前
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条

は
前
条
第
三
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第

第
六
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
月
か
ら
、

上
と
な
る
に
至
つ
た
月
か
ら
、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

年
金
の
額
を
改
定
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」

そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
条
第
一
項

る
法
律
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と

の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
当
時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

15

16

15

16

（
加
給
年
金
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
加
給
年
金
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

附
則
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
計
算
さ
れ
て
い

２

附
則
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
計
算
さ
れ
て
い

る
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
附
則
第
二

る
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
附
則
第
二

十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
（
そ

十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
（
そ

の
受
給
権
者
が
男
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
年
金
額
の
計
算
の

の
受
給
権
者
が
男
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
年
金
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
の
受
給
権
者

基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
の
受
給
権
者

で
あ
っ
た
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を

は
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を

取
得
し
た
当
時
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期

取
得
し
た
当
時
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期



間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民

該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
第

九
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
（
そ
の

一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
（
そ
の
年
齢
に

年
齢
に
達
し
た
当
時
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算

達
し
た
当
時
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎

の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
第

と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
三

四
十
三
条
第
三
項
又
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十

項
又
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
規
定
に

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
と
き
か
ら
引

よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
」
と
、

き
続
き
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「

同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に

掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
」
と
す
る
。

達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
」
と
す
る
。

３

附
則
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
計
算
さ
れ
て
い

３

附
則
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
計
算
さ
れ
て
い

る
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
附
則
第
二

る
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
又
は
附
則
第
二

十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
（
そ

十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
が
加
算
さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
（
そ

の
受
給
権
者
が
女
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
年
金
額
の
計
算
の

の
受
給
権
者
が
女
子
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
年
金
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
の
受
給
権
者

基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
の
受
給
権
者

で
あ
っ
た
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て

で
あ
っ
た
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を

は
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
（
そ
の
権
利
を

取
得
し
た
当
時
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期

取
得
し
た
当
時
、
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期

間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民

該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
条
第

十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
（
そ
の

一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
（
そ
の
年
齢
に

年
齢
に
達
し
た
当
時
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算

達
し
た
当
時
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の
計
算
の
基
礎

の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
第

と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
未
満
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
三

四
十
三
条
第
三
項
又
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十

項
又
は
同
法
附
則
第
二
十
七
条
第
六
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に



二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
と
き
か
ら
引

よ
り
当
該
月
数
が
二
百
四
十
以
上
と
な
る
に
至
つ
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
」
と
、

き
続
き
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「

同
条
第
三
項
中
「
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
年
金
法
等

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に

掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
」
と
す
る
。

達
し
た
と
き
か
ら
引
き
続
き
」
と
す
る
。


